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大臣官房 文教施設企画部 施設企画課

学校施設の維持管理について



１.学校施設の維持管理に関する最近の動向

学校施設の維持管理を取り巻く状況

◉ H 27.10.30 学校施設の維持管理の徹底について（27文科施第375号）を通知

▸ 維持管理（点検）の重要性や早期是正の必要性等を周知
▸ 建築基準法の規定等に基づく点検の実施を要請
▸ 学校施設の維持管理に係る参考資料を紹介

◉ H 28.03.31 子供たちの安全を守るために－学校設置者のための維持管理手引－ を作成【詳細：Ｐ３】

▸ 維持管理の必要性や制度の概要等をとりまとめて掲載

◉ H 29.02.21 国公立学校施設における維持管理点検状況調査の結果及び維持管理の徹底について
（28文科施第446号）を通知

▸ 国公立学校施設における法定点検等の実施状況を調査し結果を公表【詳細：Ｐ５】

▸ 学校施設の維持管理の徹底を要請

◦ 学校施設において、外壁のタイルやモルタルが落下するなど、老朽化に起因する事故・不具合が発生

◦ H 27.10.26 会計検査院による改善処置要求【詳細：Ｐ２】

◦ H 28.05.25 参議院本会議における警告決議【詳細：Ｐ４】

文部科学省の取組
体育館の外壁（ラスモルタル）が落下、教員に直撃 ［発生 H 29.03.17］
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この部分が脱落・落下



◉ 点検の実施状況

▸ 建築点検 実施義務がある学校の約13％ （694校）が未実施
実施義務がない学校の約59％（1,834校）が未実施

▸ 消防点検 全ての学校に実施義務があり、全ての学校で実施

◉ 要是正事項の是正状況（３年以上未是正の件数）

▸ 建築点検 約37％（10,106件）が未是正

▸ 消防点検 約14％ （6,670件）が未是正

２.会計検査院による会計実地検査・処置要求

▸ 建築点検の義務がある市町村に対して、建築点検を実施して維持管理を適切に行うことの必要性やその手
法等について、手引を作成するなどして一層の周知等を図ること

▸ 市町村に対して、要是正事項を早期に是正することの必要性を周知すること、また、要是正事項等に係る
劣化等の情報を一元的に管理して、適切に優先順位を設けて計画的に是正を進めていくことの重要性を周
知するとともに、その手法等について、具体的な事例等を示した手引を作成するなどして提供すること

▸ 建築点検の義務がない市町村に対して、学校施設の維持管理の一環として教育委員会点検を適切に実施す
るための具体的な方策を検討して示すとともに、教育委員会点検を実施することにより是正の必要がある
事項を把握することの重要性を周知すること

平成26年度 会計実地検査の概要（検査対象校：616市町村8,408校）

文部科学省に対する処置要求（平成26年度決算報告書より抜粋）

写真：建築点検・消防点検における指摘事項の例

外壁：塗装の膨れ 外壁：金属パネルの錆

誘導灯：傾き・パネル破損 内部天井：雨染み 屋上：防水シート破損

2



雨漏りによって天井吊り部材が腐食して突然落下

▸ 学校施設は、児童生徒等の学習・生活の場であるとともに、非常災害時には地域の避難所として
の役割を担うため、日常はもとより災害時においても十分な安全性・機能性を有することが求め
られる

▸ 建築当初には確保されている性能も、経年劣化等により必要な性能を満たさなくなっていること
があり、それに気づかずに放置していると、突然外壁タイルやモルタルが落下するなどの事故が
発生する可能性がある

▸ 常に健全な状態を維持できるよう、法令等に基づいて定期的に点検を行い、必要な修理・修繕等
を速やかに実施することが必要

◉ 学校施設を適切に維持管理するためには、学校施設を所有・管理する学校設置者の方々と、学校施設を利用する教職員の
方々がそれぞれの立場に応じて点検等を行い、常時適法な状態を維持することが重要

◉ この手引は、建築基準法第８条第１項、第12条第１項及び第２項並びに消防法第17条第１項及び第17条の３の３の規定に
基づいて、学校設置者が実施すべき維持管理の必要性や制度の概要等をとりまとめたもの

定期点検 修理・修繕修繕が必要な箇所を発見！

！
？

人が健康を維持するために定期的に健康診断を受け、必要な治療を行うことと同様

http://www.mext.go.jp/a_menu/
shisetu/maintenance/index.htm

３.維持管理に関する手引 ［子供たちの安全を守るために－学校設置者のための維持管理手引－］

維持管理は児童生徒の安全を守るために不可欠

学校施設の維持管理は設置者の責務
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定期点検

健全な学校施設
修 理 修 繕

▷ 平成28年５月25日の参議院本会議において、内閣に対し、公立学校施設の
不適切な維持管理について、平成26年度決算に関する警告決議が議決

４.参議院本会議における警告決議

参議院の警告決議文

維持管理状況の調査

◉ 文部科学省では警告決議の内容も踏まえ、学校施設の安全に万全を期するため、平成28年度中に会計検査
院が調査を行わなかった公立小中学校も含めて建築点検の実施状況について悉皆調査を行い、平成29年２
月に調査結果を公表し、各都道府県教育委員会等に通知【詳細：Ｐ５】

［本調査は、実施義務がない学校における点検の実施率が上がること等を目的として、今後も継続して実施予定］

◉ 学校施設が常に健全な状態を維持できるよう、法令等に基づき定期点検を行い、必要な修理・修繕等の速
やかな実施が重要

▸ 児童生徒等が一日の大半を過ごす活動の場であるとともに、自然災害時には地域住民の応急避難場所とし
ての役割を果たす公立小中学校の施設において、建築基準法に基づく建築点検が 694校で未実施であった
こと、３年以上是正されていなかった要是正事項が10,106件あったことなどが会計検査院に指摘されたこ
とは、看過できない。

▸ 政府は、近年の自然災害の多発や公立学校施設の老朽化の進展を踏まえ、全国の公立学校施設における維
持管理状況を早急に調査するとともに、要是正事項の早期かつ計画的な是正等により、公立学校施設の安
全確保に万全を期すべきである。
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実　施 実施見込み 実　施 ＋ 実　施 実施見込み 実　施 ＋ 実　施 実施見込み 実　施 ＋ 実　施 実施見込み 実　施 ＋
（※３） （※４） 実施見込み （※３） （※４） 実施見込み （※３） （※４） 実施見込み （※３） （※４） 実施見込み

北海道 86.2% 13.8% 100% 12.4% 8.1% 20.5% 滋 賀 県 92.8% 7.2% 100% 0% 0% 0%
青森県 74.6% 25.4% 100% 0% 41.7% 41.7% 京 都 府 93.4% 6.6% 100% 0% 0% 0%
岩手県 95.6% 4.4% 100% 2.3% 15.1% 17.4% 大 阪 府 77.8% 22.1% 99.95% 5.9% 5.9% 11.8%
宮城県 59.6% 40.4% 100% 9.6% 6.9% 16.5% 兵 庫 県 83.7% 16.3% 100% 18.8% 59.7% 78.5%
秋田県 97.0% 3.0% 100% 0% 0% 0% 奈 良 県 87.3% 12.7% 100% 4.2% 0% 4.2%
山形県 99.7% 0.3% 100% 0% 0% 0% 和歌山県 97.8% 2.2% 100% 0% 0% 0%
福島県 95.8% 4.2% 100% 26.7% 0% 26.7% 鳥 取 県 56.9% 43.1% 100% 0% 16.7% 16.7%
茨城県 83.4% 16.5% 99.89% 10.6% 77.7% 88.3% 島 根 県 94.7% 5.3% 100% 23.8% 76.2% 100%
栃木県 84.4% 15.6% 100% 14.8% 18.1% 32.9% 岡 山 県 68.2% 31.8% 100% 13.7% 11.9% 25.6%
群馬県 98.7% 1.3% 100% 83.4% 0% 83.4% 広 島 県 62.1% 37.9% 100% 6.3% 7.9% 14.3%
埼玉県 96.0% 4.0% 100% 5.4% 29.5% 34.9% 山 口 県 92.3% 7.7% 100% 28.3% 10.3% 38.6%
千葉県 97.0% 3.0% 100% 4.0% 4.0% 8.0% 徳 島 県 100% 0% 100% 0.3% 73.2% 73.5%
東京都 90.8% 9.2% 100% 0% 100% 100% 香 川 県 89.5% 10.5% 100% 0% 16.3% 16.3%
神奈川県 95.0% 5.0% 100% 22.5% 31.3% 53.8% 愛 媛 県 59.3% 40.7% 100% 2.6% 97.4% 100%
新潟県 88.7% 11.2% 99.88% 6.7% 0% 6.7% 高 知 県 99.1% 0.9% 100% 12.9% 9.5% 22.4%
富山県 92.9% 7.1% 100% 13.5% 86.5% 100% 福 岡 県 99.2% 0.8% 100% 29.9% 9.4% 39.3%
石川県 100% 0% 100% 18.6% 78.8% 97.5% 佐 賀 県 97.1% 2.9% 100% 0% 28.4% 28.4%
福井県 100% 0% 100% 62.5% 37.5% 100% 長 崎 県 100% 0% 100% 0% 0% 0%
山梨県 94.2% 5.8% 100% 0% 27.3% 27.3% 熊 本 県 99.7% 0.3% 100% 2.6% 5.8% 8.3%
長野県 82.1% 17.9% 100% 33.3% 66.7% 100% 大 分 県 98.1% 1.9% 100% 19.0% 28.2% 47.2%
岐阜県 100.0% 0.0% 100% 2.0% 3.0% 5.0% 宮 崎 県 68.8% 31.3% 100% 17.4% 68.0% 85.5%
静岡県 96.8% 3.2% 100% 0% 4.6% 4.6% 鹿児島県 99.5% 0.5% 100% 17.8% 82.2% 100%
愛知県 93.0% 7.0% 100% 2.3% 20.6% 22.9% 沖 縄 県 60.5% 39.5% 100% 38.3% 28.3% 66.6%
三重県 84.5% 15.5% 100% 0% 15.8% 15.8% 合 計 88.1% 11.9% 99.99% 12.7% 27.2% 40.0%

　　　（新築や増改築等に伴う建築基準法上の完了検査を一定の年数以内に受けており調査時点で点検を行う必要がなかったなど、特別の事由により集計の対象外としたものを除く。※２も同じ。）

※２　建築基準法第12条第1項の規定に基づく定期調査報告又は同条第2項の規定に基づく定期検査の実施義務がない学校。
※３　調査時点からさかのぼって直近の点検実施時期（通常３年以内）に点検を実施している学校。
※４　調査時点以降直近の点検実施時期（通常３年以内）に確実に点検を実施する見込みがある学校。

　建築基準法に基づく定期点検の 　建築基準法に基づく定期点検の　建築基準法に基づく定期点検の 　建築基準法に基づく定期点検の

　実施義務がある学校（※１） 　実施義務がない学校（※２） 　実施義務がある学校（※１） 　実施義務がない学校（※２）
都道府

県　名

都道府

県　名

※１　建築基準法第12条第1項の規定に基づく定期調査報告又は同条第2項の規定に基づく定期検査の実施義務がある学校。

５.公立学校施設における建築点検の実施状況 ［Ｈ28.10.01時点］
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【消費者安全委員会 HP】
http://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_010/

◉ H 27.12.07 体育館等の床から剥離した床板による負傷事故の防止について（事務連絡）を発出
▸ 消費者安全調査委員会の調査開始を受け、新たな事故の発生防止を目的として、学校設置
者に対し、点検の実施等を要請

◉ H 29.05.29 体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について（29施施企第２号）を通知
▸ 適切な清掃の実施（水拭き・ワックス掛けの禁止）
▸ 日常点検・定期点検の実施、記録の保管及び速やかな応急処置
▸ 長期的な改修計画の策定、計画に基づく改修の実施及び補修・改修記録の保管
▸ 維持管理を外部委託する際の適切な仕様の設定
▸ 施設利用時における注意事項の利用者への周知

◉ H 29.08.29 改めて、体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について（事務連絡）を発出
▸ ＮＴＣにおける事故を受け、体育館の床板の適切な維持管理について、再度要請

◉ 今後、維持管理の取組状況等について、実態調査を行う予定

６.体育館の床板の剥離による負傷事故（1）

本件に関する経緯

文部科学省の取組

◦ H 18∼27年度 体育館の床板の一部が剥離し、腹部に突き刺さり重傷を負う事故等が複数件発生

◦ H 27.09.25 消費者安全調査委員会が事故原因等の調査を開始（H 28.09.23：経過報告）

◦ H 29.05.29 消費者安全調査委員会が報告書をとりまとめ、体育館の床板を適切に維持管理するための取
組等について、文部科学大臣に意見を提出

◦ H 29.06.10 ナショナルトレーニングセンター（以下「ＮＴＣ」）において、同様の事故が発生
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◉ 維持管理の方法や改修の方法等、専門的な事項に関する相談窓口

▸ 名称：公益財団法人 日本体育施設協会
▸ 担当：総務部長 今野氏 電話：03（5972）1982

７.体育館の床板の剥離による負傷事故（2）

これまでにあった問合せ

本件に関する相談窓口
上の「簡易診断シート」を参考に、
ウレタン塗装の塗膜の剝れや床板の
欠け・割れ、床下地の状態を確認す
ることや、スポーツ時の滑り抵抗、
ボールの弾み等について、日常的に
点検することが重要

Ｑ．体育施設管理士資格の取得方法は？

Ａ．(公)日本体育施設協会・(独)日本スポーツ振興センターが実施する
講習会を受講、試験に合格すると資格を取得できます。
なお、講習会の情報は、(独)日本スポーツ振興センターのホームペ
ージで確認できます。

Ｑ．予算の制約があり、直ちにワックス掛けを止めて、ウレタン塗装を
行うことが難しい場合にはどうすれば良い？

Ａ．ウレタン塗装への改修を直ちに実施することが出来ず、スポーツに
適した滑り抵抗を確保するためにやむを得ずワックスがけを行う場
合には、極力剥離作業を行わず、ワックスがけに伴う水分の木材へ
の影響を最小限にとどめるよう注意し、床板の不具合を発生させる
リスクを低減する必要があります。
［事故等原因調査報告書（消費者安全調査委員会）より］ 出展：「スポーツフロアのメンテナンス」

（平成27年５月11日４版）ｐ.21から抜粋
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大臣官房文教施設企画部施設企画課

木の学校づくり

・学校施設の木材利用について
・木造校舎の構造設計標準（JIS A 3301）の改正
及び技術資料（平成２７年３月）
・木の学校づくり
－木造３階建て校舎の手引－（平成２８年３月）
・新たな建材ＣＬＴ（直交集成板）



○木材利用の促進
・文部科学省ではこれまでも「木の学校づくり」を推進するため、事例集等の作成、
講習会、国庫補助制度の充実等を図ってきた。
・平成22年10月に公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律が施行。
→公共施設については、木材の利用を一層促進することが求められている。
特に学校施設については、国公私立を問わず木材利用の促進に努める。

学校施設の木材利用の状況について

はじめに

１

公立学校施設への木材利用の現状

○木材使用量（平成２７年度 新しく建築したものと改修によるもの）

対象施設 木材使用量（ｍ３） うち国産材

使用量（ｍ３）
国産材（％）

木 造 ２３，６０８ １９，６５７ ８３．３

非 木 造
(内装等に木材を使用した施設）

４８，４８６ ２９，０７２ ６０．０

合 計 ７２，０９５ ４８，７２９ ６７．６

※ 「公立学校施設における木材利用状況に関する調査結果について」（文部科学省）より
※ 公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校及び特別支援学校の計



学校施設の木材利用の状況について

２

公立学校施設への木材利用の現状
※ 「公立学校施設における木材利用状況に関す

る調査結果について」（文部科学省）より

★全事業の約７１％において、木材が使用されている。

○施設の整備状況（平成２７年度 新しく建築したもの）

施 設 数

（棟） （％）

非 木 造 ８９０ ８２．７

うち内装を木質化 ５７４ ５３．３

木 造 １８６ １７．３

全 事 業 １，０７６ １００．０



○木造校舎に係る規格

・国民学校建物（昭和19年公示 臨時日本標準規格第435号）
・小学校建物（木造） JES建築1301（昭和22年制定 日本建築規格）
・木造小学校建物 JES建築 1302（昭和24年制定 日本建築規格）
・木造中学校建物 JES建築 1303（昭和24年制定 日本建築規格）
→上記の規格は、工業標準化法（昭和24年6月1日法律第185号）
の施行により逐次、日本工業規格（JIS）に切り換えられ廃止。

・木造学校建物（JIS A 3301）（昭和31年制定 日本工業規格）
→JIS A 3301制定後、その運用によって気づかれた不備の箇所など
の補足や関連する法令、規格、規準の改正などに応じた一部改正
が以下のとおり行われた。

・昭和38年 日本建築学会「木構造計算規準」の改訂に伴う見直し
規格名称を「木造校舎の構造設計標準」とした

・昭和41年 木造用金物（JIS A 5531）の制定に伴う見直し
・昭和58年 建築基準法施行令との整合化、基礎構造の変更など

木造校舎の構造設計標準（JIS A 3301）の制定

JIS A 3301の沿革

３



木造校舎の構造設計標準（JIS A 3301）の改正

JIS改正の主な内容

４

これまでのユニット

廊下

教室

教室

片廊下型

片廊下型(妻側)

改正後のユニット

廊下

教室

教室

中廊下型 大部屋型

教室

オープン
スペース

教室

ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ型

廊下

教室

片廊下型

（Ａタイプ）

（Ｂタイプ） （Ｃタイプ） （Ｄタイプ）

JIS A 3301では一定のルールに従って
、このユニット（単位教室部分）をブ
ロックのように組み合わせることによ
り設計者の創意工夫に基づき、自由に
計画・設計することができる。



木造校舎の構造設計標準（JIS A 3301）の改正

ユニットの組合せ例

５



木造校舎の構造設計標準（JIS A3301）の改正

ユニットの組合せ例

６



木造校舎の構造設計標準（JIS A3301）の改正

ユニットの組合せ例

７



○JIS A 3301をより使い易くするためにJIS改正時の考え方や実験データ、
留意事項、具体的な設計例及び構造計算例等を取りまとめたもので、
JIS A 3301を適用して設計するための解説書として平成２７年３月に
作成し、同年４月に公表。（文部科学省ホームページよりダウンロード可能）

○技術資料の構成は以下のとおり。
第１章 JIS A 3301による木造校舎の建築計画
・防耐火に係る法規制の扱い（建築基準法）
・ユニットの組合せの留意点
・木造校舎で留意する耐久性・音環境・断熱性能の基本情報

第２章 JIS A 3301による木造校舎の構造設計
・構造仕様についての計算根拠や留意点の明示

第３章 JIS A 3301を用いた木造校舎の設計例
・平屋建て及び２階建ての設計例（意匠、構造）
・ユニットプランの組合せ例

参考資料
・JIS A 3301の構造仕様の安全性等を確かめるための試験
データ等を掲載

別冊 構造計算書
・第３章の構造設計例に用いた構造計算を例示として紹介

JIS A 3301を用いた木造校舎に関する技術資料

技術資料の構成

８

JISで採用している耐力壁
や土台について、破壊試験
等により、安全性を確認した
データ等も掲載



JIS A 3301を用いた木造校舎のイメージ（平屋建ての木造校舎）

９

JIS A 3301を用いた木造校舎に関する技術資料
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JIS A 3301を用いた木造校舎のイメージ（平屋建ての木造校舎）

JIS A 3301を用いた木造校舎に関する技術資料



11

JIS A 3301を用いた木造校舎のイメージ（２階建ての木造校舎）

JIS A 3301を用いた木造校舎に関する技術資料



12

JIS A 3301を用いた木造校舎のイメージ（２階建ての木造校舎）

JIS A 3301を用いた木造校舎に関する技術資料



○JIS A 3301は、建築基準法施行令第48条第2項第二号で規定する国土交通
大臣が指定する日本工業規格として国土交通省の告示（平成12年5月31日
建設省告示第1453号）で指定されている。

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）（抄）
（学校の木造の校舎）
第48条 学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎は、次に掲げるところによらなければならない。
一 外壁には、第46条第4項の表一の(五)に掲げる筋かいを使用すること。
二 けた行が12メートルを超える場合においては、けた行方向の間隔12メートル以内ごとに第46条第4項の

表一の(五)に掲げる筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けること。ただし、控柱又は控壁を適当な
間隔に設け、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確か
められた場合においては、この限りでない。

三 けた行方向の間隔2メートル（屋内運動場その他規模が大きい室においては、4メートル）以内ごとに柱、
はり及び小屋組を配置し、柱とはり又は小屋組とを緊結すること。

四 構造耐力上主要な部分である柱は、13.5センチメートル角以上のもの（2階建ての一階の柱で、張り間方
向又はけた行方向に相互の間隔が4メートル以上のものについては、13.5センチメートル角以上の柱を
2本合わせて用いたもの又は15センチメートル角以上のもの）とすること。

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する校舎については、適用しない。
一 第四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するもの

二 国土交通大臣が指定する日本工業規格に適合するもの

木造校舎の構造設計標準（JIS A 3301）と建築基準法との関係

JIS A 3301の建築基準法との関係

13



① これまで複雑であった木造校舎の設計が比較的容
易となり、確実な木造校舎の設計が可能となる。

② 地域材や地元職人の技術の活用による、地場産業
の振興や地域経済の活性化が図られる。

③ 学校の校舎等を含む大規模木造建築物の設計等の
技術者育成に寄与する。

※ 学校施設における木材利用の一層の促進を図る。

JIS A 3301の改正及び技術資料作成に伴い期待される効果

期待される効果

14



木の学校づくり－木造３階建て校舎の手引－の作成

手引の構成

○建築関係の技術者や専門家のみならず
学校施設の整備に携わる事務職員にも
理解できるよう、イラストや写真等を用い
て以下の４つの項目について整理。

写真は手引表紙

１．木の学校をつくる

建築基準法改正の主なポイントをイラストで紹介

４．木造３階建て校舎の試設計
を通じた計画上の留意事項

３．建築基準法改正の主なポイント

２．実大火災実験による安全性
の検証

様々な効果があります

しっかりメンテナンスで木造校舎も長寿命
になります

森が健康になります

平成２７年６月の改正建築基準法の施行に伴い、木造３階建て校舎が建てやすくなったことか
ら、木材利用が一層促進されるよう、その建築計画の留意事項等を整理した手引を作成。

15

http://www.sozailab.jp/sozai/detail/521/


新たな建材ＣＬＴ（直交集成板） 以下、内閣官房ＨＰより引用
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新たな建材ＣＬＴ（直交集成板）

12

以下、国土交通省作成資料より引用
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新たな建材ＣＬＴ（直交集成板）

ＣＬＴ活用促進のための政府一元窓口

ＣＬＴ(シーエルティー)（Cross(クロス) Laminated(ラミネイティド) Timber(ティンバー)：直交
集成板）とは、木の板を繊維方向が直角に交わるように重ねて接着したパネルで、欧米を
中心にマンションや商業施設などの壁や床として普及しています。
ＣＬＴは、現場施工性がよいなどの利点があるとともに、パネル工法、部分利用といった広
範な可能性があり、さらに、一般的な設計法が告示されたことによって、多様な用途の建築
物に活用される環境が整いつつあります。
ＣＬＴは、これまで木材があまり使われてこなかった中大規模の建築物などに用いることに
より、木材の新たな需要や新しい産業分野の創出が期待されるものとして、地方創生の一
方策としても大きな期待が寄せられています。
このため、ＣＬＴの幅広く積極的な活用に向け、政府を挙げて取り組むこととしています。
その一環として、ＣＬＴの活用に関する事業者や地方公共団体等からの問合せにお答え
するために、内閣官房に政府の「一元窓口」を設けています。

※内閣官房ホームページより引用

ＣＬＴ活用促進のための政府一元窓口
電話：０３－３５８１－７０２７
担当：内閣官房 加藤、山口
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/cltmadoguchi/



ご静聴ありがとうございました。


